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白岡市地域公共交通会議設置要綱  

平成２５年５月１日 

告示第１５３号 

（設置）  

第１条  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域

における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その

他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現

に必要となる事項を協議するため、白岡市地域公共交通会議（以下「交

通会議」という。）を設置する。  

（所掌事項）  

第２条  交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。  

⑴  地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること。  

⑵  市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する

こと。  

⑶  交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項に関するこ

と。  

（組織）  

第３条  交通会議は、委員２５人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。  

⑴  一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者  

⑵  一般旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表  

⑶  市民又は利用者の代表  

⑷  関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者  

⑸  一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表  

⑹  埼玉県企画財政部交通政策課長又はその指名する者  

⑺  埼玉県杉戸県土整備事務所長又はその指名する者  

⑻  埼玉県久喜警察署長又はその指名する者  

⑼  地域公共交通について優れた識見を有する者  

⑽  市長が指名する市職員  

⑾  その他交通会議の運営上市長が必要と認める者  
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（任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

（会長及び副会長）  

第５条  交通会議に会長及び副会長１人を置き、会長及び副会長は委員の

互選によりこれを定める。  

２  会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条  交通会議の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ随時開

催する。  

２  会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。  

３  会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

４  委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させるこ

とができることとし、代理の者の出席をもって当該委員の出席とみな

す。ただし、代理の者は、会議ごとに代理権を証する書面を提出しなけ

ればならない。  

５  会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。  

（関係者の出席要請等）  

第７条  会長は、交通会議の所掌事項に関し必要があると認めるときは、

会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は

必要な資料の提出を求めることができる。  

（協議結果）  

第８条  交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果

を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  

（庶務）  

第９条  交通会議の庶務は、生活経済部地域振興課において処理する。  
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（その他）  

第１０条  この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事

項は、市長が別に定める。  

附  則  

この告示は、公布の日から施行する。  

附 則（平成２６年３月３１日告示第１４２号）  

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則（令和５年３月３０日告示第７１号）  

この告示は、令和５年４月１日から施行する。  

附 則（令和６年６月１９日告示第１６４号）  

 この告示は、公布の日から施行する。  

 


